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○
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防
府
都
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計
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道
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の
変
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案
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す
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公
聴
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開
催
（
都
市
計
画
課
）
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告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
五
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

か
わ
い
泌
尿
器
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

防
府
市
大
字
植
松
五
五
九
の
一

令
和
二
、

五
、
三
一

五
島
整
形
外
科
医
院

周
南
市
大
字
徳
山
六
六
七
六
の
九

〃

〃

〃

磯
部
薬
局
支
店

宇
部
市
居
能
町
三
丁
目
二
番
二
号

〃

六
、
三
〇

山
口
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

か
わ
い
泌
尿
器
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

防
府
市
大
字
植
松
五
五
九
の
一

令
和
二
、

六
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
健
伸

会
お
お
う
ち
ク

リ
ニ
ッ
ク

山
口
市
大
内
千

坊
五
丁
目
一
番

七
号

お
お
う
ち
ク
リ

ニ
ッ
ク

山
口
市
大
内
千

坊
五
丁
目
一
番

七
号

訪
問
看

護

令
和
二
、六
、

一

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

訪
問
リ

ハ
ビ
リ

テ

ー

シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

居
宅
療

養
管
理

指
導

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
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介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
健
伸

会
お
お
う
ち
ク

リ
ニ
ッ
ク

山
口
市
大
内
千

坊
五
丁
目
一
番

七
号

お
お
う
ち
ク
リ

ニ
ッ
ク

山
口
市
大
内
千

坊
五
丁
目
一
番

七
号

介
護
予

防
訪
問

看
護

令
和
二
、六
、

一

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

介
護
予

防
訪
問

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

岩
国
市
医
療
セ
ン
タ
ー
医

師
会
病
院

岩
国
市
室
の
木
町
三
丁
目
六
番
一
二
号

令
和
五
、

八
、

九

山
口
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

美
祢
市
西
厚
保
町
原
字
黒
木
一
一
二
一
九
の
二
、
一
一
二
二
八
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅公

告

（
一
五
八
）
防
府
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
府
都
市
計

画
道
路
の
変
更
の
案
に
関
す
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
催
の
日
時

令
和
二
年
八
月
十
二
日
（
水
曜
日
）
午
後
七
時

二

開
催
の
場
所

防
府
市
緑
町
一
丁
目
九
番
二
号

防
府
市
文
化
福
祉
会
館

三

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案

変
更
す
る
防
府
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
一
環
状
一
号
線

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
の
手
続

㈠

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
和
二
年
八
月
五
日
（
水
曜
日
）
ま
で

に
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
公
述
申
出

書
」
と
い
う
。
）
を
山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
山
口
県
土
木
建

築
部
都
市
計
画
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、
令
和
二
年
八
月
五
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

㈡

公
述
申
出
書
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
、
同
種
の
意
見
を
有
す
る
者
が
多
数
あ
る
場
合
に
は
、
公

聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
選
定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

㈢

公
聴
会
の
運
営
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
意
見
を
述
べ
る
時
間
を
制
限

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

㈣

㈡
及
び
㈢
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
公
述
申
出
書
を
提
出
し
た

者
又
は
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
通
知
し
ま
す
。

五

そ
の
他

㈠

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

二
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三
七
三
三
）
に
し
て
く
だ
さ
い
。

㈡

関
係
図
書
は
、
次
の
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

防
府
市
駅
南
町
一
三
番
四
〇
号

防
府
土
木
建
築
事
務
所

防
府
市
寿
町
七
番
一
号

防
府
市
土
木
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
五
の
㈡
の
関
係
図
書
の
縦
覧
場
所
に
お
い
て

縦
覧
に
供
し
ま
す
。
）

二
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